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注意 1取引の ��� 
か ��謡勅めったとき、又は重要碩説明のときは、本護を提示する-とo 

2 ‾3 4 5 �電鈴が ��鱗茎 �みさ � �とき、又は本証が実効したときは速やかに本謡を返納すること。 {批ときは速やかに本陣を提出すること。 

痛 �に ���し、則拇服してはな醜い。 

本蟹を更薪する待合は、交付郎郁6月以に行われる 護蜜を受講すること。 


